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　平成２９年度納税表彰式は、１１月１６日（木）ウェスティン都ホテル京都
において、左京税務署・公益社団法人左京納税協会・左京納税貯蓄組合連合
会の三者共催により盛大に挙行されました。
　受彰された方々は、納税協会又は納税貯蓄組合連合会の役員として、組織の
拡充、正しい税知識の普及など、多年にわたる活動を通じて、納税道義の高揚
に大きく貢献されました。
　式典終了後、中学生の「税についての作文」において、「国税庁長官賞」を受賞
された洛北中学校３年　吉村　要さんに賞状が授与され、ご家族ほか多数の
式典参列者が見守る中、「税への理解」と題する受賞作品の素晴らしい朗読が
行われました。　　※　吉村さんの受賞作品は、５ページに掲載しています。
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こ の 社 会　あ な た の 税 が　い き て い る
３７９    ⑵

≪ 左京税務署長をお迎えして署長講演会 ≫ を開催 
《不服申立てあれこれ》

　左京納税協会並びに左京納税貯蓄
組合連合会は、８月２４日（木）、ウェ
スティン都ホテル京都において、本
年７月１０日付で東京国税不服審判
所から左京税務署長に着任されまし
た坂井署長をお迎えして、講演会を
開催しました。
　左京納税協会大角会長による挨拶
の後、坂井署長による「不服申立てあ
れこれ」と題した講演が行われまし
た。講演では、国税に関する不服申立
ての仕組みや現状など、ご自身の国税訟務官室、審判所勤務の経験を基に、大変分かりやすく講
演をいただきました。
　講演終了後の意見交換会では、左京税務署幹部紹介、左京納税貯蓄組合連合会桂会長の挨拶
で始まり、左京納税協会久保副会長の中締めにより盛会裏にお開きとなりました。

１０７
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納 税 協 会　あ な た の 税 の 相 談 所
左京納税協会　正副会長会・常任理事会兼組織拡大委員会を開催

・・・・・会員拡大へ向けて協力を要請・・・・・

　１０月３日（火）左京納税協会において、正副会長会、常任理事会兼組織拡大委員会を開催しました。
　常任理事会は、常任理事総数４４名の内、２８名の出席よる成立要件を満たした中、次の議案について審議され、
いずれも承認可決されました。
（１）平成２９年度納税表彰式に関する件
（２）平成２９年度中学生の「税についての作文」表彰等に関する件
（３）平成２９年度「会員拡大策」に関する件
　常任理事会兼組織拡大委員会では、会員拡大に向けての積極的に
取り組みについての意思統一がなされました。来年度は、協会創立７０
周年を迎えることになります。会員拡大に向けてのご協力をよろしくお願
いします。

　左京納税協会青年部会は、１０月２４日（火）ワールドコーヒー白川本店にて青年部会役員会終了後、講演会を開催し
ました。
　網田青年部会長の挨拶の後、前田副署長は、冒頭、青年部会員に対して、
納税協会の各種事業活動の中心となり、租税教育への積極的な取り組みを
はじめ、納税道義の高揚など税務行政を支援されていることに厚く御礼申し上
げます。 と挨拶された後、「租税教室」と題して、講演をされました。
　講演内容は、租税教室の先駆者である関東の立川法人会の租税教室の
取組み及びＤＶＤを交えて、今後、租税教室をする上で大変参考になるなど、
非常に興味深い講演でした。
　その後の意見交換会は、大角副部会長の挨拶で始まり、新入会員を交えて
和やかに開催され、冨田副部会長の中締めにより盛会裏にお開きとなりました。

前田副署長青年部会にて講演

　左京納税貯蓄組合連合会は、９月２７日（水）左京納税協会において、
役員会及び作文審査会を開催しました。
　左京税務署から坂井署長ほか関係幹部の皆様のご臨席を賜り、「平
成２９年度納税表彰式」の実施概要及び左京納税貯蓄組合連合会会
長表彰者の選考等について決議承認したほか、中学生の「税について
の作文」事業に関しての経過報告が行われました。
　役員会終了後は、第一次審査において、評価の高かった作品につい
て審査を行い３作品を京都府納税貯蓄組合連合会へ進達をしました。

左京納税貯蓄組合連合会　役員会及び作文審査会開催

足
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平成２９年度 中学生の「税についての作文」入賞者一覧（敬称略）

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

全学年
生徒数

応募
割合

洛北高等学校附属中学校 64 70 70 78 70         2 3 9        2 9 . 3 %

岡 崎 中 学 校 14 82 31 19 37 214 17 . 3 %

高 野 中 学 校 3 6 5 9 60             2 2 4 26 . 3 %

下 鴨 中 学 校 148 125 137 135 113 383 29 . 5 %

近 衛 中 学 校 120 25 14 90 19 345 5 . 5 %

修 学 院 中 学 校 68 28 12 95 4 588        0 . 7 %

洛 北 中 学 校 28 263 103 89 260 856 30 . 4 %

京 都 大 原 学 院 中 学 校 11 9 13 8 12              2 8 42 . 9 %

花 背 中 学 校 8 12 11 7 9 10        9 0 . 0 %

京 都 文 教 中 学 校 91 92 74 87 65             2 2 1 29 . 4 %

京 都 精 華 学 園 中 学 校 29 39 35 41 42             1 4 2        2 9 . 6 %

東 山 中 学 校 111 93 107 130 117             4 5 4        2 5 . 8 %

ノートルダム女学院中学校 119 85 106 78 82            2 5 7       3 1 . 9 %

同 志 社 中 学 校 1 3 8 4 4 879 0 .5 %

応 募 数 8 1 5 9 3 2 7 2 6 8 7 0 8 9 4 4 ,8 4 0 1 8 .5 %

学 校 数 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 0 0 .0 %

応　　募　　数

合計

私立

公立

中学生の「税についての作文」応募状況及び推移 （単位 ：編 ・校 ・％ ・人 ）

学　　　　　　校　　　　　　名
平成 29年度

東山中学校が全国納税貯蓄組合連合会長感謝状を受贈
 　東山中学校は、毎年、多数の中学生の「税についての作文」募集を通じて、納税道義の高揚に寄与
されている同校の顕著な実績に対して、平成２９年１０月３０日付で、全国納税貯蓄組合連合会長より
感謝状が受贈されました。

■国税庁長官賞
　　吉村　   要 （洛北中学校）

■京都府納税貯蓄組合総連合会会長賞
　　伊藤   智愛 （ノートルダム女学院中学校）
　　山下   音緒 （ノートルダム女学院中学校）

■左京税務署長賞
　　長谷川   鈴 （ノートルダム女学院中学校）
　　國松　香里 （京都文教中学校）

■左京区租税教育推進協議会長賞
　　福島沙都子 （洛北高等学校付属中学校）

■京都市市税事務所長賞
　　高石　侑希 （京都大原学院）

■京都府京都東府税事務所長賞
　　小栗　香樹　（東山中学校）

■左京区長賞
　　清水　朋華 （花背小中学校）

■近畿税理士会左京支部長賞
　　吉田　侑樹 （下鴨中学校）

■左京納税協会長賞
　　有賀　美咲 （京都精華学園中学校）
　　井上　彰悟 （岡崎中学校）

■左京納税貯蓄組合連合会長賞
　　今江　由果 （洛北中学校）
　　西村妃委那 （洛北中学校）
　　牧野　未来 （同志社中学校）
　　礒谷美乃加 （近衛中学校）
　　小池真珠子（修学院中学校）
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　私は、小学校５年生のとき、府議会や府政への理解を深めるために、京都府が開催して
いる「京都府子ども議会」に参加した経験がある。府内から集まった小学生がそれぞれの
班ごとに話し合いを重ね、意見をまとめて施策案を議会で発表するというものだ。発表当
日は京都府議会の本会場が使われ、京都府知事である山田啓二さんの目の前で案を発表す
るという、本格的な雰囲気の下で行われた。社会を機能させるためにルールをつくり、予
算を決定するという府議会の仕事を、模擬体験できる貴重な経験であった。
　子ども議員は府内から広く選ばれたので、私のような京都市内に住んでいる生徒もいれ
ば、舞鶴市や京丹後市から来ている小学生もおり、意見はさまざまであった。市内は観光
客で溢れているのに、府北部の生徒たちは、「過疎や観光客離れが進んでいるので、丹後
ちりめんなど地域産業のＰＲをもっとしてほしい。」という意見を訴えていた。同じ京都
府内といっても抱える問題はさまざまであり、皆が納得できるルールをつくり、それにか
かる予算を決めて、大切な税金を使うということの難しさを感じた。
　すべての国民が、自分たちの生活をより良いものにするために税金を払い、私たちの代
表者である議員が税金の使い道を決める。一見当たり前のようで、誰もが納得できること
のように思えるが、私が子ども議会で体験したように、本人が困っていると感じていない
事でも、他方では困っている人がいて、社会的な必要性がある場合には税金を使わなけれ
ばいけないことがあり、それを納得できない人が少なくないというのも理解ができる。
　子ども議会では何日もかけて話し合いが行われたので、自分が税金の使い道として必要
性が理解できない意見が出された時も、何度も話し合ううちにその人たちの切実さがわか
り、問題を共有できるようになった。新聞やニュースを見ていても法案や予算で折り合い
がつかず問題が解決しなかったり、解決が遅れたりすることがある。私もはじめは丹後ち
りめんのことさえもよく知らなかったのに、「不況で着物が売れなくなり、生産者は生活
が成り立たず、自殺に追い込まれた人もいる。」と聞き、胸が痛んだ。
　私たちの大切な税金を有効に使うために一番大切なことは、他者を思いやる気持ちであ
り、それは人が生きていくために一番大切な気持ちのはずだ。中学生である私が現在税金
を払っているのは買い物をしたときの消費税ぐらいであるが、大人になり社会人として働
き始めたら、自分の収入に伴って税金を納め、その税金の使い道を決める議員を選ぶ選挙
に参加することになる。「他者を思いやる気持ち」を忘れず、施策を考えられる議員を選
べる社会人になるとともに、自分には関係のないと思われるような税金の使い道にも理解
を深められる社会人になろうと思う。

中学生の「税についての作文」優秀作品

❀国税庁長官賞❀

京都市立洛北中学校
三年九組 吉村　要

「税への理解」
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　相続税・贈与税・譲渡所得に関する申告書等の記載方法や具体的な計算方法等の
個別相談は、週１回の事前予約制とさせていただいております。
　個別相談をご希望される方は、資産税担当にお電話で相談日時をご予約ください。
　なお、一般的なご相談は、「総合窓口」で行っております。

　　　　　　　　　　　　左京税務署　資産税担当　TEL075-761-5383（直通）

給与や報酬料金などについて源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は、次のとおりです。
○　納期の特例の承認を受けていない場合　　
　　給料や報酬などを支払った月の翌月 10日　　
○　納期の特例の承認を受けている場合
　　１月から６月までの分・・・・７月 10日
　　７月から 12 月までの分・・翌年の１月 20日
｠
（注）   １　納期限までに、e-Tax を利用するか又は「所得税徴収高計算書（納付書）」を添えて最寄りの金融機
　　　　関若しくは所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。
　　　２　上記の 10 日又は 20 日が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納
　　　　期限となります。
　　　３　納期限までに納付がない場合は、加算税や延滞税を負担しなければならないことがあります。
　　　４　納付に当たっては、税務署からお知らせしている整理番号が「所得税徴収高計算書（納付書）」に
　　　　印字（記載）されているか確認してください。
　　　５　納付する税額がない場合であっても「所得税徴収高計算書（納付書）」に該当事項を記載し、所轄
　　　　の税務署に e-Tax により送信又は郵便若しくは信書便により送付又は提出してください。
｠

○毎月納付の方　　：平成 30 年１月 10 日（水）
（平成 29 年 12 月支給分）
○納期特例の方　　：平成 30 年１月 22 日（月）
（平成 29 年７月～ 12 月支給分）

年始の納期限

源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限について         

代表取締役　岡　村　大治郎

竹を使った装飾と葬祭用品 製造 ・ 販売

国際標準化機構 ISO 9001　認証取得企業

本　　社　〒606-8111  京 都 市 左 京 区 高 野 泉 町 4 0 － 1 9
TEL.（075）791 - 0 8 00　FAX.（075）721 - 7 7 01

東京支店　〒135-0031  東 京 都 江 東 区 佐 賀 1 丁 目 10 － 2
TEL.（03）3820 -0251　FAX.（03）3820 -0351

茨城支店　〒319-0202  茨 城 県 笠 間 市 下 郷 4 4 4 6 － 7
TEL.（0299）37 - 6 7 8 9　FAX.（0299）37 - 6 7 9 0
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■個人住民税の特別徴収とは
　従業員の方の個人住民税（市町村民税・府民税）を事業主の方が毎月の給与のお支払いの際に、所得税と同様
に給与から差し引いて徴収（特別徴収）し、市町村へ納入していただく制度です。
　地方税法第 321 条の４及び各市町村の税条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則として全て特別徴
収義務者として個人住民税を特別徴収していただくこと
になっています。
■特別徴収の事務
　所得税の源泉徴収と異なり、給与から差し引く額は
従業員の方がお住まいの市町村から通知されます。
したがって、所得税のような税額計算や年末調整は不
要です。
■特別徴収のメリット　
　これまで納付書により年四回納めていた従業員の方は、
・金融機関等へ納税のために出向く手間を省くことがで
　き、納め忘れがなくなる。
・年 12 回に分けて納付されるので、１回当たりの負担
　額が少なくて済む。など、便利な制度です。
○お問い合わせ先　京都府税務課 課税・電算担当　　電話 ０７５－４１４－４４３３
　　　　　　　　　京都市市税事務所 法人税務担当   電話 ０７５－２１３－５２４６

特 別 徴 収 の 方 法 に よ る 納 税 の し く み

③ 特別徴収税額
　の通知

④給与支払の際
　税額を徴収
６月から翌年の５月
まで毎月の給与支給日〔

〔

従業員（給与所得者）

納税義務者
事業主（給与支払者）

特別徴収義務者

①給与支払報告書提出
（１月31日まで）

③特別徴収税額の通知
（５月31日まで）

⑤税額の納入
　　　  （翌月10日まで）

②税額の計算

従業員の居住する

市町村

事業主のみなさまへ個人住民税の特別徴収の実施をお願いします。
　京都府と京都府内全ての市町村は、平成30年度から、原則として、全ての事業者を特別徴収義務者に
指定し、個人住民税の特別徴収を徹底します。

平成30年度 償却資産（固定資産税）の申告について
　固定資産税は土地、家屋、償却資産に課税されます。平成30年１月１日現在に所有している事業用の資産（土地、家屋、自動車税、軽自
動車税の課税対象を除く減価償却の対象となる資産）について、申告してください。
　なお、複数区に資産が所在する場合は、区ごとに申告書を作成してください。
◆提出期限
　　平成30年１月31日（水）
　　１２月下旬までに申告書がお手元に届かない場合は、御連絡ください。
◆提出及び問合せ先　
　〒604-8171　　京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1　井門明治安田生命ビル5階
　　　　　　　 京都市行財政局税務部資産税課　償却資産担当（TEL 075-213-5214）
　※京都市では、区役所・支所の窓口では償却資産の申告書を受け付けておりません。　
◆償却資産の種類と具体例について 
　①　構築物（庭園、門、塀、舗装路面、立体駐車場など）
　②　機械・装置（加工機械、製造機械、建設工業機械、機械式駐車設備など）
　③　車両・運搬具（ロードローラー、ブルドーザ、フォークリフトなど）
　④　工具・器具備品（事務机、応接セット、音響機器、ＯＡ機器、看板、金庫など）
◆テナントが取り付けた家屋の附帯設備について
　　テナント（家屋の所有者以外の方）が、事業の用に供するため、平成１６年４月１日以降に取り付けた家屋の内装や建築設備などの附帯
　設備については、テナントから償却資産として御申告いただく必要があります。
◆中小企業等の損金算入特例について
　　租税特別措置法の規定により取得価額10万円以上30万円未満の少額資産を一時に損金算入した場合についても、償却資産（固定
　資産税）の課税対象となります。法定耐用年数を記入のうえ、御申告ください。
※　京都市では、償却資産の申告が適正に行われているかを確認するため、帳簿確認調査を実施しています。調査のため、所得税・法人
　税申告書類や決算書類の開示又は写しの提出を求める場合がありますので、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
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左京納税協会のホームページをご覧下さい
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《左京納税協会　新規会員募集》
　公益社団法人左京納税協会では、新規会員を大々的に募集します。
　会員の皆様方には、取引先や近隣の事業者で、ご紹介できる法人や個人の未加入の方がありましたら、
事務局（☎７７１－６４１０）まで是非ご連絡下さい。

株 式 会 社

〒604-8093 京都市中京区御池富小路西南角松下町135-3 コスモシティ1F
TEL：075（255）7467　FAX：075（212）4120
URL http://www.general-service.co.jp

経営者大型総合保障制度
自動車保険・障害保険 ( 労災上乗せ )
火災保険 ( 地震保険 )・賠償保険
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租税教室と模擬選挙とのコラボ授業開催（京都府立洛北附属中学校）
*** 講師：未生流笹岡家元　笹岡隆甫氏 ***

　１０月２１日（土）京都府立洛北附属中学校
において、未生流笹岡隆甫家元（左京納税協
会役員）が講師となって、３年生約８０人を対
象に租税教室の授業を実施しました。
　この租税教室は、国、地方公共団体の財政
を支える「税」と、主権者として税の集め方や
使い道を決める「選挙」は密接な関係にある
ため、これまで個々に実施していた「税」と
「選挙」の出前授業を共同（租税教室と模擬
選挙とのコラボ授業）で行うことにより、生徒
により深く主権者としての社会のあり方を考
えてもらうことを目的に開催したものです。
　第一部は、笹岡家元の自己紹介に続いて、「花と税」との共通点や、暮らしの中の税、公平な税制と
は、税制の現状とこれからの社会など、生徒との対話を通じて、分かりやすく説明がなされました。
　第二部は、納税協会青年部会役員が各党の候補者となって、税を絡めた視点からの各公約を掲げ
る候補者演説、そして、具体的な投票の仕方についての説明の後、実際に生徒が模擬投票を行い、
結果発表がなされるなど、模擬選挙を体験することで、税の集め方や使い道を決めるのは、みんなが
選挙で選んだ代表であるということを知ってもらいました。
　その様子は、税を考える週間前の１１月９日に京都新聞で大きく報道されました。
　なお、当日は、税務署からは、左京税務署長を始め上京・中京・宇治税務署長が、また、京都ブロッ
ク青年部連絡協議会から左京納税協会を始め上京・中京・宇治納税協会の青年部会役員など、多
数出席していただきました。


